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項 目

１ 首都直下地震の被害想定について

２ 東部方面隊の即応態勢・情報収集活動

３ 地震対処活動の概要

４ 関連機関・自治体との連携
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東部方面隊の即応態勢首都直下地震の被害想定について
Eastern Army，Japan Ground Self-Defense

１ 被害想定検討上の震度分布（都心南部直下地震 Ｍ７．３）

２ 液状化被害予想図

３ 人的被害の概要

４ 建物被害（全壊・焼失棟数）

首都直下地震発生時の人的被害、建物等被害及び経済的被害については、
冬の夕方、風速毎秒８メートルの時に最大の被害が発生すると予想
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■第１師団及び第１２旅団のほか、航空科部隊、通信科部隊、
衛生科部隊等が概ね６０分以内に出動できるよう、待機態勢
を保持

第１２旅団

第１師団

立川
朝霞

第１２旅団

初動対処部隊／隊区
６０分
待機

航空機×１

救護班

第１師団

初動対処部隊／隊区
６０分
待機

航空機×１

救護班

東部方面航空隊（立川）
ＵＨ×１ ３０分待機

ヘリ映像伝送機

６０分待機東部方面通信群（朝霞） ヘリ映像伝送中継組

東部方面衛生隊（朝霞） 治療班

東部方面隊の即応態勢東部方面隊の即応態勢・情報収集活動
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部隊の配置及び担任地域

上越

下越

長野県 群馬県 栃木県

茨城県

千葉県神奈川県

埼玉県

東京都
山梨県

静岡県

第30普通科連隊（新発田）

第２普通科連隊(高田）

第13普通科連隊（松本）

第12旅団（相馬原）

第12特科隊（宇都宮）

第34普通科連隊（板妻）

第１特科隊（北富士）

第31普通科連隊（武山）

第１師団（練馬）

第32普通科連隊（大宮）

各都県の隊区担任部隊として普通科連隊等
を指定しています。

新潟県

第１空挺団（習志野）

施設学校(勝田）

東部方面隊の即応態勢・情報収集活動
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第Ⅰ期
（防衛大臣による大規模震災災害派遣

命令発令まで）

第Ⅱ期

全 般

活動区分 即時救援活動 応急救援活動 応急復旧支援活動

派遣勢力

の推移

活動内容

●増援部隊の集中 ●態勢整理

活動区分

活動は、当初人命救助を重視した活動を行い、逐次変化していきます。

人命救助を重視した活動

緊急物資輸送等

傷病者等救出

行方不明者捜索
生活支援

復旧支援

自
主
災
害
派
遣

要
請
に
よ
る
災
害
派
遣

大
規
模
震
災
災
害
派
遣
命
令

統
合
任
務
部
隊
編
成

防
衛
大
臣
に
よ
る

地震対処活動の区分
Eastern Army，Japan Ground Self-Defense

地
震
発
生

●方面隊主力
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統合任務部隊の編成

首都直下地震は、東部方面総監の指揮下に陸・海・空自衛隊の部隊
を置く「統合任務部隊」を編成して対処します。

防 衛 大 臣

災首都圏統合任務部隊

指揮官：東部方面総監

海上自衛隊の部隊 航空自衛隊の部隊

統合幕僚長

陸上自衛隊の部隊

空災首都圏部隊指揮官

航空総隊司令官

海災首都圏部隊指揮官

横須賀地方総監

陸災首都圏部隊指揮官

東部方面総監（兼）

統合任務部隊の組織
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増 援 部 隊 の 集 中 ①
Eastern Army，Japan Ground Self-Defense

２

４

６

８

１０

１２
万人

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ６日目５日目 ７日目発災

民生支援、応急復旧支援が主体となる段階

予備自衛官等

人命救助が主体となる段階
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陸上自衛隊：110,000 名

海上自衛隊：5,000名、艦艇約60隻

航空自衛隊：5,000名、航空機約70機



関連機関・自治体との連携

死者数
（Ａ）

負傷者数
（Ｂ）

行方不明者
（Ｃ）

被災者
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 避難者 全壊・焼失棟数 対処勢力

（１日最大）

東日本大震災 15,883 6,150 2,676 24,707 470,000 126,613 約107,000

首都直下地震
（想定）

冬・夕
（最大）

約23,000 約123,000 - 約146,000 約7,200,000 約610,000 約110,000

夏・昼
（最大）

約6,200 約90,000 - 約96,200 約7,200,000 約272,000 約110,000

南海トラフ地震（想定） 約275,000 約615,000 - 約890,000 約9,500,000 約1,815,000 約110,000

阪神・淡路大震災 6,434 43,792 3 50,229 316,678 104,906 約19,800

出典：「防災白書」（平成２４・２５年度版）
「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（平成２５年１２月１９日）
「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」（平成２５年３月１８日）
「阪神・淡路大震災について（確定報）」（平成１８年５月１９日、消防庁）

自衛隊の対処勢力には、限界があり、関係機関・自治体との連携が極めて重要

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、津波による被害の影響が大きく、被災者数における死者数の
割合が高くなっている（死者：約64％）。
一方で、首都直下地震においては、建築物等の倒壊による被害の拡大により、瓦礫による大量の負傷者が発生
することが想定されており（負傷者：約84％）、東日本大震災以上に人命救助に係る多くの対処勢力が必要である
ことが想定される。
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○首都直下地震における自衛隊の対処勢力は、東日本大震災におけるそれとほぼ同等でありながら、

約６倍の被災者及び約１５倍の避難者への対処所要が想定されている。



習志野

武山

凡 例

：県 境

：前進目標となる駐屯地

：高速道路等

東北自動車道
常磐自動車道関越自動車道

中央自動車道

東名高速道路

東京外環
自動車道

首都高速道路

首都圏全体
陸自約１１万名

（予備自２．５万名含む）

部隊派遣のための道路啓開

松戸

古河

宇都宮 勝田

朝霞
東立川、小平

富士

増援部隊
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○ 『活動拠点』とは
地震発生後、部隊が被災地において活動するに当たり、宿営等を行う拠点
をいう。
根拠： 「「首都直下地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画」

（中央防災会議幹事会20.12.11）

○ 活動拠点の必要性
大規模災害発生時には、多くの部隊が被災地に派遣されることとなる。

このため、部隊の現地における指揮所、部隊の宿泊所や資材の集積所等、
部隊が戦力発揮容易なようにある程度地積を有する活動拠点が必要とな
る。

○ 活動拠点の具備すべき条件等
適 地：被災地近くの公園やグラウンド等
地 積：１個連隊で約15,000㎡（東京ドーム１/３個分の面積）

１個師団で約140,000㎡（東京ドーム約３個分の面積）
（参考）東日本大震災時は、１個師団でグラウンドなど４～５拠点を使用

望ましい条件：
① 住民の避難地域及び傷病者の搬送拠点と区分されていること
② 幹線道路の近傍で、大型車両の出入りが容易であること
③ 宿営・駐車場として利用できる土壌かつ面積があること
④ ヘリポートが近傍にあること 等

○ 活動拠点の一例（阪神・淡路大震災）

活動拠点の一例（１コ連隊）

約１５０ｍ

約１００ｍ

業務用天幕２号
人員：約１０名
地積：８ｍ×８ｍ

宿泊施設 進出入経路

宿営用天幕
人員：６名

地積：７ｍ×５ｍ

駐車場

１コ中隊

凡例

被災地

発災後における調整の結果
確保できた活動拠点

事前に確保された
活動拠点

被災地に進出す
るための時間が
大

被災地に進出す
るための時間が
小

活動拠点からの継続的な救
援活動が可能

予め活動拠点が決まっているＡ部隊

Ａ部隊は、被災地に急行し、直ちに救
援活動を実施できる。

予め活動拠点が決まっていないＢ部隊

Ｂ部隊は、被災地への到着に時間を要す
るため、救援活動が遅れる。

活動拠点確保のための
調整時間が必要

活 動 拠 点 を 事 前 に 確 保 す る 利 点

○ 活動拠点を事前に確保する利点

第13師団指揮所・宿営地
（神戸市北区しあわせの村）

第10師団隷下部隊及び第６施設群宿営地
（神戸市東灘区六甲アイランド）

Ｈ

Ｈ

30,780㎡
人員約3000名

50,650㎡
人員約1500名

○ 国営公園の占用に関する協定
災害時において、自衛隊が災害派

遣活動の拠点として国営公園を占用
する際の手続等を明確化し、迅速な
災害対処に資するための協定を関東
地方整備局と２５年６月に、北陸地
方整備局と２６年３月締結

第12後方支援連隊・H16中越地震
（国営越後丘陵公園）
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自衛隊の活動拠点




